
                                          

令和８年２月 12日 

湯沢小・中学校 

保護者 様 

                      湯沢町教育委員会   

 

令和８年度 休日の「中学生地域クラブ」について 

向春の候、保護者の皆様には、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。日頃より湯沢町の教育

行政にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

さて、休日の部活動地域移行（地域展開）については、これまで段階的に進めてきましたが、４月１

日から、休日の部活動は、「中学生地域クラブ」での活動となります。この地域クラブは、湯沢町教育委

員会が、ＮＰＯ法人ユースポ！に運営を委託して行われます。全国一斉に休日の部活動が地域クラブに

置き換わるにあたり、文部科学省及びスポーツ庁の指示により、どこの市町村でも参加費をいただく形

になっていることをご理解ください。 

保護者の皆様からお子さんにも話していただき、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

記 

  

Ｑ１ 令和８年度、部活動と「中学生地域クラブ」の活動日のイメージ（基本形）は？ 

Ａ１ 活動日のイメージは、次のようになります。具体的な活動については、平日は学校の部活動、

休日は「中学生地域クラブ」での活動となります。ただしバレーボールと卓球、ソフトテニス、

スキーは、平日でも「中学生地域クラブ」の活動があります。詳しくは、ユースポ！のチラシま

たはホームページをご覧ください。 
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・部活動顧問（先生）、部活動指導員が指導 

・バレーボール、卓球、ソフトテニス、スキーは、

ユースポ！指導員またはジュニアスキー選手育成

会指導者が指導する日もある 

・ユースポ！指導員またはジュニアス

キー選手育成会指導者が指導 

（中体連大会・吹奏楽コンクール時のみ、

部活動での活動になる場合があります。） 

※「部活動指導員」と「ユースポ！指導員」は、地域の指導者です。 

 

Ｑ２ どんな「中学生地域クラブ」がありますか？ 

Ａ２ 現時点での種目は、野球、ソフトテニス、バレーボール女子、陸上、吹奏楽、卓球、スキーです。 

   バスケットボールは、指導者がいないため、現時点では行いません。 

 

Ｑ３ ユースポ！「登録指導員」とは？ 

Ａ３ 地域展開の運営主体である総合型地域スポーツクラブ“ユースポ！”が選考した「地域クラブ」

の指導員です。町の研修を積み、湯沢町認定地域指導員でもあります。 

 

Ｑ４ 何かあった時の相談先は？ 

Ａ４ 「中学生地域クラブ」で何かありましたら、ユースポ！にご相談ください。 

ユースポ！には、指導者からのハラスメント等の行為に関する相談窓口を設け 

ています。場合により、町教育委員会教育課でも相談を受け付けています。 

 



                                          

各種目の指導員を募っています！ ご気軽にご検討ください。 

詳細については、ユースポ！（     025-785-2123）にご連絡ください。    

Ｑ５ 「中学生地域クラブ」に参加するための手続きは？ 参加費等は？ 吹奏楽も？ 

Ａ５ ユースポ！窓口（湯沢カルチャーセンター内）で、４月～６月分の参加費 6.000円をご用意いただき、

申込用紙に保険料（800円）を添えて申し込んでいただきます。参加費は１か月 2.000円となりま

す。９年生については、引退の月までご負担ください。９年生の７月以降は１か月毎の支払いが可

能となります。７・８年生は３か月毎の支払いとなります。 

   「吹奏楽」もスポーツ系の地域クラブと同様に４月～６月の参加費 6.000円と保険料 800円を添

えて申し込みをお願いします。 

＊３月２日から受付開始、申込用紙はユースポ！のパンフレットに折り込まれています。 

   ＊スキーについては別途募集広報します。 

 

Ｑ６ 必ず申し込みをしなければなりませんか？ 

Ａ６ 部活動に所属する生徒は、学校部活動と連動して一貫性のある活動を展開することにより、チー

ムとしての練習や大会参加等を円滑に進めることができますので、申し込みしていただきますよう、

お願いいたします。 

ただし学校の部活動と同様に任意の活動ですので、強制参加を求めるものではありませんが、中

学生の育ちざかりの時期に身体を磨くことは、とても大切なことなので、できる限り参加すること

が望ましいと考えます。 

                          

Ｑ７ 「保険料」は？ 

Ａ７ 地域クラブの活動を湯沢中学校の体育館やグラウンド、音楽室等で行うことが 

多くあります。これまで学校を通じて掛けていた日本スポーツ振興センターの 

保険は、地域クラブの活動には適用されなくなります。地域クラブの活動で思わ 

ぬケガをする場合がありますので、年間 800円の保険料の負担をお願いします。 

 

Ｑ８ 参加したい地域クラブがない場合には？ 

Ａ８ 町としては、今回の部活動の地域展開に大きな力を入れていますので、ユースポ！の中学生地域

クラブに参加してもらいたいのですが、どうしても他市町村での地域クラブに参加したい場合には、

該当の地域クラブの責任者とよく相談をしてください。保険については、該当の地域クラブで加入

している保険に入れてもらうか、またはご自分での加入となるので、よくご確認ください。 

 

Ｑ９ 令和８年度以降、部活動の地域展開の予定は？ 

Ａ９ 国と県は、６年後の令和１３年度末までに平日の部活動の地域展開を完了するように求めていま

す。これに向けて湯沢町地域クラブ推進委員会において具体案を検討していきますが、平日の指導

者確保や活動時間、先生方の負担など大きな課題が山積しています。特に指導者の確保がうまくい

かないと、湯沢町での中学生地域クラブの運営が行き詰まってしまいますので、町民の皆様方のご

協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

問 湯沢町教育員会      025-784-2211 


